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福島県森林整備業務条件付一般競争入札実施要領

（趣旨）

第１条 この要領は、県が発注する森林整備に関する業務（以下「森林整備業務」という。）

の委託契約について、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）（以下「施行令」とい

う。）第167条の5の2の規定に基づき、入札に参加する者の事業所の所在地等に関する

資格を定めて行う一般競争入札（以下「条件付一般競争入札」という。）を実施するに

当たり、福島県財務規則（昭和39年福島県規則第17号。以下「規則」という。）第296

条第2項の規定に基づき、必要な事項を定める。

（定義）

第２条 この要領において、対象業務とは、条件付一般競争入札により入札を行う森林整

備業務をいう。

２ この要領において、森林整備業務執行権者とは、対象業務を所掌する本庁の課長又は

公所長をいう。

（対象業務）

第３条 対象業務は、随意契約により契約を締結する業務以外のものとする。

（入札参加資格）

第４条 条件付一般競争入札に参加するために必要な資格（以下「入札参加資格」という。）

は次のとおりとする。

(1) 森林整備業務の委託契約に係る競争入札参加者の資格審査に関する要綱（平成18年

6月27日付け18森第611号農林水産部長通知。）第6条に規定する森林整備業務競争入

札参加有資格者名簿に登録されている者であること。

(2) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(3) 福島県森林整備業務等入札参加資格制限措置要綱（平成20年3月28日付け19森第

9171号農林水産部長通知）第2条、第3条及び第6条の規定に基づく入札参加資格制限

中の者でないこと。

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更生手続開始の申立てをした者

若しくは申立てをなされた者又は民事再生法（平成11年法律第225号）の規定による

再生手続開始の申立てをした者若しくは申立てをなされた者でないこと。

(5) 原則として、福島県内に本店、支店又は営業所を有する者であること。

（入札の公告等）

第５条 森林整備業務執行権者は、次に掲げる事項について、福島県公式ホームページに

掲載する方法及び当該発注機関における閲覧の方法により公告するものとする。

(1) 条件付一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び期間

(3) 入札に参加する者に必要な資格
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(4) 入札書等の提出方法

(5) 入札執行の場所及び日時

(6) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(7) 入札参加資格を有することの確認に関する事項

(8) 入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす

る旨

(9) その他必要な事項

２ 公告は、公告した日から入札日まで行うものとし、その期間は原則として12日（福島

県の休日を定める条例（平成元年福島県条例第7号）第1条第1項に規定する県の休日（以

下「休日」という。）を含む。）以上とする。

（設計図書等の周知）

第６条 森林整備業務執行権者は、契約条項、入札心得、図面、仕様書等（以下「設計図

書等」という。）を入札公告に示した方法により周知するものとする。

２ 前項に規定する周知の期間は、入札日の前日までとする。

３ 設計図書等に対する質問は、森林整備業務条件付一般競争入札設計図書等に関する質

問書（様式第1号）（以下「質問書」という。）により、森林整備業務執行権者が受け付

けるものとし、その受付期間は、公告の日から起算して4日間（休日を除く。）とする

ものとする。

４ 森林整備業務執行権者は、前項の規定により提出された質問書に対する回答を森林整

備業務条件付一般競争入札設計図書等に関する回答書（様式第2号）（以下「回答書」

という。）に記載する。

５ 森林整備業務執行権者は、前項の規定による回答書を設計図書等と同様の方法及び福

島県公式ホームページに掲載する方法により周知するものとする。

（現場説明）

第７条 現場説明会は、行わないものとする。

（入札保証金）

第８条 入札保証金の納付は、規則第249条第1項第4号の規定により免除するものとする。

２ 落札者が契約を締結しないときは、見積りに係る入札金額（消費税及び地方消費税を

含む。）の100分の3に相当する金額を納付させるものとし、入札説明書にその旨を記載

するものとする。

（入札の執行等）

第９条 入札は、入札公告に示す日時及び場所において行うものとする。

２ 開札は、入札終了時に入札会場にて行うものとする。

３ 入札及び開札は公開とする。

４ 森林整備業務執行権者は、開札したときは、直ちに入札書を入札金額順に並べ、低い

金額で入札した者から順に、入札書の記載事項を確認し、無効又は失格の入札を行った
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者があった場合には、当該入札参加者名及び当該理由を読み上げるものとする。

５ 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札が

ないときは、直ちに再度の入札を行う。この場合、第１回目の最低の入札価格を上回る

価格で入札をした者の入札は無効とし、当該入札に係る第３回目以降の入札参加者の資

格は失うものとする。第３回目以降に行う入札についても再度の入札に準じて行うもの

とする。

６ 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合には、森林整備業務執行権者は当該入札

を打ち切ることができる。

７ 第５項の入札には、第10条に規定する無効の入札をした者は参加することができない

ものとする。

（入札の無効等）

第10条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格のない者がした入札

(2) １の入札について同一の入札参加者が２通以上の入札書を提出した入札

(3) 入札書に記名押印がない入札

(4) 入札金額を訂正している入札

(5) 入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札

(6) 明らかに不正によると認められる入札

(7) その他入札に関する条件に違反した入札

（入札参加資格の事後審査）

第11条 条件付一般競争入札は、入札参加資格の確認について入札参加希望者の入札手続

の負担軽減及び入札事務の効率化を図るため、入札後に最低価格入札者から順に入札参

加資格が確認できるまで審査を行う事後審査方式により行うものとする。

（落札者の決定）

第12条 森林整備業務執行権者は、入札書に記載された事項を基に森林整備業務条件付一

般競争入札参加資格確認等一覧表（様式第3号）（以下「一覧表」という。）を作成のう

え、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者でかつ入札参加資格の条

件を満たす者（第9条第4項の規定による失格又は無効の入札を行った者を除く。）を落

札者として決定し、入札金額及び入札参加者名を開札の場において読み上げるものとす

る。

２ 森林整備業務執行権者は、入札が無効であること又は入札参加者が入札参加資格を有

しないことが明らかな者も含め、すべての者を一覧表に記入するものとする。

３ 第１項の場合において、最低価格の入札参加者が複数ある場合は、直ちにくじにより

落札者を決定するものとする。

（入札結果等の報告）

第13条 森林整備業務執行権者は、この要領の規定に基づき執行した入札の結果等につい
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て、次の各号に掲げる書類を当該業務の予算を主管する課長に入札執行日から１週間以

内に報告しなければならない。

(1) 森林整備業務条件付一般競争入札参加資格確認等一覧表（様式第3号）

(2) 入札（見積）執行調書・入札（契約）結果書（様式第4号）

(3) 第5条に規定する公告の写し

（入札結果等の公表）

第14条 この要領の規定に基づき執行した入札の結果等については、次の各項に定めると

ころにより、閲覧に供するものとする。

２ 公表する内容は、次のとおりとする。

(1) 第4条に規定する入札参加資格

(2) 入札参加資格がないと認めた者の商号又は名称及びその理由

(3) 入札者の商号又は名称及び各入札者の入札金額並びに落札者の商号又は名称及び落

札金額

(4) 施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約とした場合においては、見積者

の商号又は名称及び各見積者の各回の見積金額並びに契約の相手方の商号又は名称及

び契約金額

(5) 契約の内容

ア 契約の相手方の商号又は名称

イ 業務名、施行箇所、業務概要

ウ 契約金額

３ 公表の場所は、次のとおりとする。

(1) 公所

公所が執行した入札の結果について、当該公所内に設置する閲覧所において、公表

するものとする。

(2) 県政情報センター

当該業務の予算を主管する課長は、前条の規定に基づき提出された書類の写しを県

政情報センターに持参し、県政情報センターにおける閲覧の用に供するものとする。

(3) 各地方振興局県政情報コーナー

森林整備業務執行権者（県北地方振興局管内に所在する公所の長を除く。）は、第

13条第１項の各号に掲げる書類の写しを管内の地方振興局に持参し、県政情報コーナ

ーにおける閲覧の用に供するものとする。

(4) ホームページ

森林整備業務執行権者は、第13条第１項の各号に掲げる書類の写しを当該発注機関

のホームページに掲載し、公表するものとする。

４ 公表の時期は、契約締結後１週間以内とする。

５ 公表の期間は、契約を締結した日の属する年度の翌年度末までとする。

附 則

この要領は、平成20年4月1日から施行し、同日以後に入札執行に係る決裁を受ける業務
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について適用する。
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様式第１号（第６条関係）

森林整備業務条件付一般競争入札設計図書等に関する質問書

年 月 日

（森林整備業務執行権者）

住所又は所在地

商号又は名称

代表者職氏名 �

電 話 番 号

（作成担当者 ）

業 務 番 号

業 務 名

質 問 事 項
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様式第２号（第６条関係）

森林整備業務条件付一般競争入札設計図書等に関する回答書

年 月 日

（森林整備業務執行権者）

印

業 務 番 号

業 務 名

質 問 事 項

回 答 事 項
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様式第３号（第１２条関係）

森林整備業務条件付一般競争入札参加資格確認等一覧表

（森林整備業務執行権者 ）

業 務 番 号 年 公 告
月

業 務 名 日 開札及び落札者決定

入 札 参 加 者 入 札 参 加 資 格 の 確 認 結 果

① ② ③ ④ ⑤
森林整備業務 地方自治法施 入札参加資格 会社更生手続 福島県内に本
競争入札参加 行令第1 6 7条 制 限中でな 又は民事再生 店、支店又は

№ 商号、名称 有資格者名簿 の４に該当し い。 手続中でな 営業所を有す 入 札 結 果 備 考
に登録され、 ない。 い。 る。
かつ、入札公
告に記載の業
務区分に登録
されている。
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様式第４号（第13・14条関係）

年 月 日
業務執行機関

入 札 （ 見 積 ） 執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ） 結 果 書

業務番号 業務名 契約 年 月 日

入札執行年月日 業務区分 着手 年 月 日

地 区 名 完成 年 月 日

施 行 箇 所 予定価格

業 務 概 要

登 録 番 号
入札額及び再入札額 落札額（契約額）

有資格者名

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
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